
2024年（令和６年）2月13日開催
第３回地域連絡協議会での報告と主な意見

実験棟のセキュリティ装置の検証について

ＢＳＬ－４実験室を使用する研究者への教育訓練の実施について

大学　実験棟には、厳重なセキュリティ管理を行
うことができる装置を導入しています。特に、入
退館や棟内での移動の管理においては、入館・入
室の資格を持たない者が資格を持つ者と一緒に入
り込んでしまうこと（共連れ）を防止するため
に、入館・入室の認証記録がないと退館や次の
入退室の認証を許可しない仕組（アンチパスバッ
ク）を導入しています。令和5年12月には、認証

装置、扉のインターロック（通路に連続した２か
所の扉で2枚の扉が同時に開くことがないように
制御する機能）等の各種装置について、専門業者
とともに検証を行い、全
ての装置が確実に稼働
すること、入退室の履
歴が適正に記録される
ことを確認しました。

大学　①実験終了時の除染消毒の訓練を行ってい
ます。安全キャビネットを用いた細胞培養終了
時の除染消毒の訓練では、培養液の滅菌、試薬
容器・廃棄物等の除染消毒、安全キャビネット
内外の表面除染消毒を行います。また、消毒槽
を用いて実験器具、グローブ等の除染消毒を行
います。②BSL-4実験室退室時のスーツ(陽圧防
護服)の除染消毒の訓練を行っています。薬液
シャワー室においてスーツを擦り洗いして除染消

毒を行います。これらの訓練を通じて、実験機器
類及びスーツの除染消毒手順に慣れることが不可
欠であり、訓練を反復して実施することで習熟に
努めています。

安全管理規則の制定について
大学　実験棟の安全管理に係る学内規則「長崎大
学高度感染症研究センター実験棟生物災害等防止
安全管理規則」が制定されました。この規則は、
前身の地域連絡協議会で頂いたご意見を踏まえ、
検討を重ねて策定したものです。令和４年９月の
協議会でご説明した要点を全て反映したものと
なっています。今後は、この規則に基づく厳格な
運用を行うため、さらに必要な対応を進めていき

ます。これまでご協力いた
だき、ありがとうございま
した。

住民委員　地域住民の種々の意見が取り入れられ
て策定されており、ありがたく思っている。この
安全管理規則に基づき厳しい安全管理を心がけた
施設の運用をしてもらいたい。

大学病院との連携について
大学　長崎大学病院と連携して、実験棟において
健康障害が生じた場合の対応について検討を進め
ています。今回は、BSL-4実験室内において研究
者等が針刺し事故や体調不良等が生じた場合に必
要な対応について、大学病院の関係部署のスタッ
フによる現場見学を行いながら協議しました。主

な内容は、実験室から倒れた者を搬出する場合に
用いる担架の検討、緊急搬出経路の検証、スーツ
の装着感や着脱についての確認、搬出経路にある
AED（自動体外式除細動器）の設置場所の確
認・検証、実験棟からの搬送経路の確認などで
す。

長崎市の地域防災計画について

屋外スピーカーの試験放送（音達調査）の結果について
大学 緊急時の地域への情報伝達手段として、令
和5年12月に実験棟の屋上に屋外スピーカーを設
置しました。その屋外スピーカーの「聞こえ方」
を確認するための試験放送（音達調査）を令和6
年1月に実施しました。屋外スピーカーには、天
候、風、地形、遮蔽物等との関係で聞こえ方に差
が出るという特性があります。今回の調査でも、
建物等の陰であったり、低まった場所であったり
したことが影響して聞こえが悪かった地点もあり
ましたが、高台であれば平和祈念像付近など500
ｍを超える地点でも聞こえたという結果となりま
した。緊急時の地域への情報伝達については、プ
レスリリースやホームページへの掲載等、複数の
伝達手段を想定しており、屋外スピーカーはその
一つの手段として機能するものと考えています。
なお、チャイムの音量は試験放送よりも大きく調
整することができますし、今回は収録音声を使用

しましたが、マイクからの肉声を放送するなど、
今後の訓練等で試したいと考えています。

住民委員　自宅からは聞こえなかった。将来的に
防災行政無線や防災メール等との併用も考えて
欲しい。

住民委員　屋外スピーカーについては、BSL-4施
設からの放送であることがわかるということが一
番重要である。屋内や遠くにいることで内容を聞
き取れなかったり、全く聞こえなかったりするこ
とは仕方のないことだと思う。チャイムでBSL-4
施設からの放送だとわかっ
て、内容が聞こえない時に
は屋外にでるとか、ホーム
ページを見るとか、他の方
法で情報を得ようとするこ
とが大事だと思う。

長崎市　長崎市地域防災計画におけるBSL-4施設
の取扱いについては、第５章「大規模事故対策計
画」に特定一種病原体等所持施設に係る事故・災
害等対策を追加する方向で調整を進めています。
大規模な火災などの既に第５章に記載されている
事故とは性質が大きく異なるものの、市及び関係
機関等が連携して対策を実施することが、市民の
安全・安心の確保に有効な長崎市特有の事象とし
て整理するものです。内容としては、予防対策と
応急対策の二つに区分し、それぞれについて長崎
大学と市や関係機関が行う措置について掲載しま
す。掲載の時期は、長崎大学のBSL-4施設が特定
一種病原体等所持施設に指定されたときと考えて
います。これらの案については、長崎市防災会議
（令和６年３月下旬の開催で調整中）で協議する

予定としています。

※特定一種病原体等所持施設とは、感染症法（感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律）に基づき、BSL-4に分類された病原体の
試験研究を行うために厚生労働大臣が指定する施
設をいいます。

住民委員　長崎市から、何かあった場合には市
民・住民を守りますというメッセージを伝えても
らったと思う。予定されている防災会議でこの案
の方向で防災計画が策定されるよう願っている。

長崎市防災会議（令和6年3月開催）において、地
域防災計画にBSL-4施設に係る事故・災害等の対策
について掲載することが了承されました。

BSLとは
バイオセーフティーレベル（Biosafety Level）の略で、ウイルスや細菌などの病原体を生物学的な危険度で分類した指標であり、同時に
それらを取り扱う実験施設の分類です。病原体の分類は、その病原性（病気の重篤度、感染性等）、ワクチンや治療法の有無、公衆衛
生上の重要性を考慮して、危険度の高い方から BSL-4～BSL-1 に分類されています。それに合わせて、実験施設も、病原体封じ込め
レベルや管理レベルの高い方から BSL-4～BSL-1 に分類されています。感染すると、有効な治療法がなく、また予防法もない病原体
（エボラウイルスやマールブルグウイルス等）にも対応できる、安全性を十分に備えた施設が BSL-4 施設です。

地域連絡協議会とは
高度安全実験（BSL-4）施設の運用状況に関する情報を地域の皆様へお伝えし、施設の厳格な管理及び安全な運用を維持するため
に、長崎県、長崎市及び長崎大学で構成する三者連絡協議会に置かれたものです。
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